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江 戸 川 区 土 木 部 

 

区 画 整 理 課 

 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 
 

江戸川沿川 篠崎公園地区 

日頃より区政にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

令和２年 11 月 29 日（日）に篠崎第二小学校体育館にて、第一次移転権利者のみな

さまを対象に移転説明会を開催しました。 

説明会でご説明した主な内容および主な質問と回答についてご報告いたします。 

また、ご参加いただけなかった対象のみなさまには、当日の配布資料をお配りいたしましたので

ご確認ください。ご不明な点がありましたら、担当までご連絡ください。 

 

●今後のスケジュールについて 
 

これからみなさまが移転を進めていくために必要な手続きの流れを説明しました。 

・移転補償の内容と契約までの流れ 

・補償金の請求方法、支払いの時期、現在お住まいの住宅の除却について 

・みなさまに提出していただく書類（提出時期等） 
 

●工事について 

新しいお住まいにライフライン（水道・ガス等）や、汚水桝
ます

、車の出入り箇所を 

設置する標準的な位置や申請時期等について説明しました。 
 

※ みなさまの移転先での再建が円滑に進むように、建築プラン等について 

なるべく早い時期から設計事務所や工務店にご相談をお願いします。 

（ 次頁もご確認ください ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞                ※電話：平日８：３０ ～ １７：００ 
 

〒133-0053 江戸川区北篠崎 2-26-7 篠崎地区まちづくり事務所  
 

【URL】https://www.city.edogawa.tokyo.jp/toshikeikaku/saigainitsuyoi/machidukurijoho/sinozakikoen/index.html 

第 17 回土地区画整理審議会を令和２年 11 月 12 日（木）に、第 18 回土地区画整理 

審議会を令和２年 12 月８日（火）にそれぞれ開催いたしました。 

審議会では、前回に引き続き、みなさまから提出された意見書についてご意見を伺いました。 

次回の審議会は令和３年 1 月 20 日（水）を予定しておりますが、各権利者の個人情報 

に関わる会議となるため、傍聴はできません。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響等により、スケジュールに変更が生じることがございます。 

あらかじめご了承ください。 

Q．移転補償の金額はいつ知ることができるのか? 

A．最新の基準で算定しますので、令和 3 年 5 月頃には提示をさせていただく 

予定です。 

◎第一次移転先の工事について◎ 
 

  第一次移転先（通称トマト、セロリ）で造成工事が始まりました。年内は調査や仮囲

い等の準備をすすめ、年明けより本格的な工事を行ってまいります。みなさまへはご迷惑を

おかけしますが、安全面には十分配慮して行いますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願

いいたします。 


